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「コンプライアンス体制の整備状況」

③内部監査、監査役監査の状況
当行では、内部監査部署である経営監査部監査

室（4月より監査部）が9名、監査役が3名の体制
となっています（事業年度末現在）。
監査部は、全業務部門を対象に年1回監査を実施

しているほか、必要に応じて不定期的に実施し、
法令及び業務規程等の遵守状況、内部統制システ
ムの運用状況を検証し、監査結果を常務会及び監
査役会へ報告しております。
監査役は、取締役会などへ出席するとともに、

取締役決裁権限の稟議書、取締役への回覧文書、
事故・係争・苦情関係報告書等の全てを閲覧し、
本部各部に対しては各部が所管する業務運営上の
課題、各部施策の実施状況等について部長ヒアリ
ングを年1回実施しております。また、営業店に対
しては監査部の内部監査時に連携して年1回の監査
を実施しており、店務運営上の課題、苦情・トラ
ブルの状況、人事管理上の課題等について支店長
ヒアリングを行い、内部統制システムの運用状況
を検証しております。
また、監査役会は内部監査部署との緊密な連携

を保つため毎月連絡会を開催しているほか、会計
監査との連携を確保するため、会計監査人との定
例会議を開催しております。会議では、会計監査
人から事業年度毎の監査計画の説明、監査結果の
報告を受け、重要な会計処理や会計監査に係る内
部統制の整備運用状況等に関する意見交換等を行
い、内部監査及び監査役監査の実効性を高めてお
ります。

リスク管理体制の整備状況

リスク管理につきましては、リスク管理統括規
程に基づき、各種リスクの担当部署及び各種リス
ク管理規程を定めるとともに、経営監査部（4月よ
り経営管理部）を統括部署として各種リスクを統
合的に管理する体制を整備することとしておりま
す。また、リスク管理委員会、ALM委員会などを
定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び回
避策などの検討を行っております。なお、法律上
の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適時
アドバイスを受けております。

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に
向けた取組みの当事業年度における実施状況

取締役会は13回開催し、法令で定められた事項
や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締
役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
監査役会は15回開催し、監査方針、監査計画等

について協議するとともに、監査役は取締役会、常
務会、リスク管理委員会などの重要な会議に出席し、
取締役の職務執行状況を監査しております。また、
本部各部長に対しては各部が所管する業務運営上の
課題などのヒアリングを実施したほか、営業店に対
しては年1回の監査を実施しております。
リスク管理委員会及びその下部組織であるリス

ク管理小委員会を14回開催しております。
平成14年度からIR活動の一環として開始した

「株主及び取引先向け経営（決算）内容の説明会」
を平成17年7月から8月にかけて全営業店で実施
しております。
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●当行のコンプライアンス体制は、取締役会を

頂点に、コンプライアンス統括部署として経

営管理部を置き、各本部・営業店に法令等遵

守責任者、法令等遵守担当者を置いて相互に

連携してコンプライアンスを実践する仕組み

となっており、取締役会は、コンプライアン

スに関する基本方針、その他の重要事項につ

いて議論を行い決議します。また、コンプラ

イアンス委員会を定期的に開催し、法令等遵

守に係る重要な事項を協議するとともに法令

等遵守の実施状況等を検証することとしてお

ります。

●法令等遵守を統括する経営管理部は、法令等

遵守に係る規程等の整備、行内教育・研修の

充実及び法令等遵守活動状況等の管理を行う

など、法令等遵守体制の強化を図ることとし

ております。

●当行の「法令等違反の通報制度」を活用し、

法令等違反行為の早期発見・早期是正に努め

てまいります。
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